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原
文
中
の
行
間
の
補
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し
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本
文
中
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／
＼
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字
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た
。
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踊
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仮
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仮
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損
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損
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件名一覧 ＊印は「法令全書」に記載があるものを示す

1 慶応 4年「御触帳」

番号 件 名 年月 日

1 明治改元の書付 明治元 •9 ・ 16 

2 四谷大木戸等に 「木村市三郎取締所」の傍示杭構築の 明治元 •9 ・ 19 
書付

3 徳川慶喜の駿府・宝台院への転住通達＊

4 寺島陶蔵らの鎮台府会計兼市政裁判所御用任命通達

5 江戸を東京と改称する詔書＊

6 鎮将府設置の通達＊

7 大総督宮の鎮台退任、三条右大臣の鎮将任命通達＊

8 武家地居住町人の屋敷調査通達

9 武家地買請町人調査通達

10 酒造・濁酒造・醤油造業者の調査通達＊

11 治安のため当分日比谷御門等諸門の夜間締切通達

12 遊民鑑札御渡、算筆所取建に関する請書

慶応 4・ 7 ・ 17 

慶応 4・ 7 ・ 21 

慶応 4・ 7 ・ -

慶応4・ 7 ・ -

慶応4・ 8 ・朔

慶応 4・ 8 ・朔

慶応 4・ 8 ・ 3 

慶応 4・ 8 ・ 6 

慶応 4・ 8 ・ 10 

慶応 4・ 8 ・ 11 

13 東京府開市につき取締・作法についての通達 慶応4・ 8 ・ 12 

14 扶持米下賜につき八十八歳以上の高齢者調査通達 慶応 4・ 8 ・ 13 

15 鉄泡洲居留地関門外の家作貸与を禁じる通達 慶応 4・ 8 ・ 13 

16 往還道法囲込み部分の切縮めを命じる通達 慶応 4・ 8 ・ 13 

17 町方居住浪人の儒者および剣・鎗・柔術者の調査通達 慶応 4・ 8 ・ 13 

18 東京親臨に関する詔書＊

19 九月二十二日天長節執行布告＊

20 孝明帝の忌日を十二月二十五日とする布告＊

21 町名に 「御」の字使用禁止の通達

22 土方大一郎ら鎮将府弁事任命通達

23 種痘館開設につき接種を奨励する通達

24 王政復古後の施政に関する詔書

慶応4・ 8 ・ 15 

慶応4・ 8 ・ -

慶応4・ 8 ・ 15 

慶応 4・ 8 ・ 16 

慶応 4・ 8 ・ 19 

慶応 4・ 8 ・ 19 

慶応 4・ 8 ・ 19 
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25 七月二十一日以来紛失の刀・脇差等の手配書 慶応 4・ 8 ・ 20 1 8 

26 剣・鎗・柔術師および儒者調査項目の通達 慶応 4・ 8 ・ 19 1 10 

27 町・橋の銘札を目立つ場所に差出すことを命じる通達 慶応 4・ 8 ・ 21 1 10 

28 谷村八之助ほか三人を町火消人足改、村井伝次郎ほか 慶応 4・ 8 ・ 21 1 10 
五人を同下役任命の通達

29 判府事衆の惣町中寺社門前名主・悴との目見に関する 慶応 4・ 8 ・ 21 1 10 
通達

30 片桐省助の東京府権判事、山口範蔵の同判府事試補の 慶応4・ 8 ・ 21 1 11 
任命通達

31 浅草御蔵前片町ほか二町に「御」の字使用許可通知 慶応 4・ 8 ・ - 1 11 

32 幸橋御門外本郷六丁目代地ほか三町に「御」の字使用 慶応 4・ 8 ・ - 1 11 
許可通知

33 町・橋の銘板の打附方催促通達 慶応 4・ 8 ・ 23 1 11 

34 南北裁判所合局につき諸訴届は加藤保次郎方へ届ける 慶応 4・ 8 ・ 23 1 11 
旨通達

35 東京臨幸布告＊ 慶応 4・ 8 ・ 23 1 12 

36 幸橋内の元柳沢邸に開設の東京府の御用取扱開始日通 慶応 4・ 8 ・ 29 1 12 
達

37 東京府開市につき抜荷禁止通達 慶応 4・ 8 ・ - 1 12 

38 外国人へ無免許米麦等売渡し禁止通達 慶応 4・ 8 ・ 29 1 12 

39 絵双紙商等に詔書写し等の店先置禁止通達 慶応 4・ 8 ・ 28 1 12 

40 鉄抱・弾薬等の預り主調査通達 慶応 4・ 8 ・ 28 1 13 

41 町会所の囲籾の払渡に関する通達 慶応 4・ 8 ・ 28 1 13 

42 府内諸問屋はすべて東京府に届出を命じる通達 慶応 4・ 8・晦 1 13 

43 軍船を除き税銀未納船の航行禁止通達＊ 慶応 4・ 8・晦 1 14 

44 秋山小次郎ほか十一人の兵隊附廻り役任命通達 慶応 4・ 8 ・ 25 1 14 

45 工事につき中の橋を締切にする通知 慶応 4・ 8 ・ 29 1 14 

46 誠忠隊屯所入用負担銀につき持場町々寄合開催通達 慶応 4・ 9 ・ 2 1 15 

47 往還・橋台の掃除・草苅に関する通達 慶応 4・ 9 ・ 2 1 15 

48 市中取締を諸藩隊長に命じる通達 慶応 4・ 9 ・ 4 1 15 

49 公事出入吟味引合の際の刻限厳守通達 慶応 4・ 9 ・ 4 1 15 

50 東京行幸につき東海道調査通達＊ 慶応 4・ 9 ・ 5 1 15 
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51 堕胎禁止通達 慶応4・ 9 ・ 5 1 16 

52 大坂銅会所を鉱山局とし産出の金銀銅すべて買上げる 慶応 4・ 9 ・ - 1 16 
旨の通達＊

53 用達・舘入と称して、権威がましい行為禁止の通達 慶応4・ 9 ・ 6 1 16 

54 肝属千甲らの東京府船方兼帯任命通達 慶応 4・ 9 ・ 5 1 17 

55 旧幕臣の居住地調査通達・雛形 慶応 4・ 9 ・ 7 2 17 

56 行幸のため水症吟味施行につき諸職人募集通達 明治元 •9 ・ 10 1 18 

57 塩町一丁目ほか六町に南北茶屋等の挨拶金持寄の通知 明治元 •9 ・ 13 1 18 

58 壱人別渡しの印鑑で旧幕臣の身元礼しを行うことを指 明治元 •9 ・ 14 2 19 
示する通達

59 加藤保次郎ほか三名の役名を捕亡方目付と唱える旨の 明治元 •9 ・ 14 1 19 
通知

60 旧御三家等の貸付金の許可権を東京府が引継 ぐ旨通達 明治元 •9 ・ 12 1 19 

61 大関孝作ほか五人の捕亡方就任、野村弥兵衛ほか五人 明治元 •9 ・ 11 1 19 
の転役通達

62 明治改元布告 明治元． 9・ 16 1 20 

63 加藤保次郎ほか十四人の捕亡方任命通達 明治元 ．9．- 1 20 

64 町年寄を東京府市政局庶務方に任じる通達 明治元． 9・ 16 1 20 

65 九月二十二日天皇御誕辰の通達 明治元 •9 ・ 21 1 21 

66 東京行幸につき火の用心等心得方の通達 明治元 •9 ・ 20 1 21 

67 行幸につき東京府内道筋の通達 明治元 •9 ・ 20 1 21 

68 旧武家持の橋を組合持とする通達 明治元 •9 ・ 15 1 21 

69 町年寄転役につき町火消人足頭取の願・内意伺を人足 明治元． 9・ 20 1 22 
御改へ申立つ旨通達

70 四谷等に御取締所取建につき異変の際に届出る旨通達 明治元． 9・ 24 1 22 

71 社寺へ脱走人が逃込んだ際などには東京府附属役々出 明治元 •9 ・ 28 1 22 
張に届出る旨通達

72 強盗等異変時の届出方法の通達 明治元． 9・ 28 1 22 

73 行幸につき往還道法にある自身番屋・商番屋の取払い 明治元 •9 ・ 24 2 22 
を命じる通達

74 行幸馬車通行につき橋・往来整備の通達 明治元 •9 ・ 27 1 23 

75 行幸につき道筋の町々に火の用心等の通達 明治元• 9. - 1 23 

76 町入用掛高の正月より八月迄の小間割付の調査通達・ 明治元 •9 ・ 28 1 23 
雛形
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77 臨時に一ヶ年分地代借上を命じる通達・請書雛形 明治元 •9. - 5 24 

78 社寺の富興行禁止の通達 明治元 •9 ・ 28 1 27 

79 東幸着御の日程通知 明治元 •9 ・ 29 1 27 

80 新規取建ての木戸・見張番所への詰番を命じる通達 明治元・ 10・ 4 1 28 

81 東京府への願出の節、他向の者への内願を禁じる通達 明治元・ 10・ 4 1 28 

82 自身番屋・商番屋引払につき抱番人の世話を町役人に 明治元・ 10・ 4 1 28 
命じる通達

83 地代一年分借上の儀、奥羽平定につき、地代調査の浮 明治元・ 10・ 5 1 28 
置を命じる通達

84 金銀紙幣の取交ぜ通用を命じる通達 明治元・ 10・ 3 1 28 

85 東京府造作につき入費負担を五番組等の各町に命じる 明治元・ 10・ 6 1 29 
通達

86 盲人ほか五麓不具者の調査通達 明治元・ 10・ 7 1 29 

87 合薬・弾薬売買や雷紛管等の製造を広野続の場所で行 明治元・ 10・ 7 1 29 
うことを命じる通達

88 布告書を辻々見立柱に張り出すことを命じる通達 明治元・ 10・ 7 1 30 

89 水戸脱走者府内立入りにつき町々木戸へ町役人が詰め 明治元 ・10・ 6 1 30 
ることを命じる通達

90 七十歳以上の高齢者、孝子、義僕、職業出精者および 明治元・ 10・ 6 1 30 
水・火災被害者調査通達

91 東幸着御につき火の用心通達 明治元・ 10・ 12 1 30 

92 鑑札不所持の帯刀者の止宿を禁じる通達 明治元・ 10・ 11 1 30 

93 布告張出し板および掛台の仕様通達 明治元・ 10・ 11 l 31 

94 各種車両・車大工の調査通達・雛形 明治元・ 10・ 9 1 31 

95 濁酒造の鑑札を改めて交付する旨通達 明治元・ 10・ 9 1 32 

96 十月十三日東京御着輩の通達 明治元・ 10・ 10 1 32 

97 東幸につき困窮者の世話を町々に命じる通達 明治元・ 10・ - 1 32 

98 御着輩につき道筋における不作法を禁じる通達 明治元・ 10・一 1 33 

99 海賊橋を海運橋と改称の通達 明治元・ 10・ 10 1 33 

100 偽造物多につき無鑑札の製造・流通および外国人取引 明治元・ 10・ 10 2 33 
を禁ずる通達

101 古金銀の引替相場の通達 明治元・ 10・ 11 1 33 

102 御臨幸につき府内外のいわれなき発咆を禁じる通達 明治元・ 10・ 25 1 34 
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103 十月二十七日氷川社行幸につき火の用心通達 明治元・ 10・ 24 1 35 

104 江藤新三郎の府判事兼会計局判事任命等通達 明治元・ 10・ 24 1 35 

105 百間以上を大町、百間以下を中町、五十間以下を小町 明治元・ 10・ 25 1 35 
とする調査通達・雛形

106 武州一宮氷川社御幸のつき町々見廻番役の強化を命じ 明治元・ 10・ 28 1 36 
る通達

107 十月二十九日氷川社より還御につき火の用心通達 明治元・ 10・ 28 1 36 

108 恵・統・睦は先々帝、先帝、現帝の緯につき、名字等 明治元・ 10・ 28 1 36 
に使用を禁じ、刻本等は閉書とする布告

109 東幸につき十一月六・七日市中ー同へ御酒下賜につき 明治元・ 10・ 28 2 36 
当日家業休止の通達

110 旧幕臣の住居・家族調査通達 明治元・ 10・ 28 1 37 

111 鮫島誠蔵の東京府権判事兼外国官権判事任命通達 明治元・ 10・ 26 1 37 

112 府内上り屋敷の石垣等の取崩しを禁じる通達 明治元・ 11.- 1 37 

113 東京改称につき地図・書物等の板木改刻を命じる通達 明治元・ 11・ 8 1 38 

114 御酒下賜につき「出し印」様の品の歩行は一両日に限 明治元・ 11・ 8 1 38 
る通達

115 東行幸中の出火に関する流言を禁じる通達 明治元・ 11・ 9 1 38 

116 日限過につき御酒下賜を祝す 「出し印」様の物の歩行 明治元・ 11・ 9 1 38 
を禁じる通達

117 烏丸宰相の東京知判事辞任通達 明治元・ 11・ 10 1 39 

118 御酒下賜につき「出し印」様 「俄踊り 」の差出しを禁 明治元・ 11・ 11 2 39 
じる通達の請書・雛形

119 脱走・浮浪者の市中止宿を禁じる通達 明治元・ 11・ 5 1 39 

120 十一月十四日浜殿行幸につき火の用心通達 明治元・ 11・ 12 1 40 

121 刑法官の吟味筋呼出しは直接差紙で行う旨の通達・雛 明治元・ 11・ 12 1 40 
形

122 牛込成就院門前ほか三町の寺名付町名の唱替許可通達 明治元・ 11・ 12 1 40 

123 市中貧民調査凡例・雛形 明治元． 11・ 12 3 41 

124 十月二十八日実施臨時御救の行届確認書提出通達・雛 明治元・ 11・ 11 1 42 
形

125 神明社ほか九社に官務使上松少将の参向通知 明治元・ 11・ 13 1 42 

126 十月十八日新嘗祭挙行布告 明治元・ 11・ 15 1 43 

127 庶民の菊御紋の使用を禁じる通達 明治元・ 11・ 15 1 43 
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128 紛失の刀・脇差等の手配書 明治元・ 11・ 16 1 43 

129 延期の東京府開市場十一月十九日実施通達 明治元・ 11・ 17 1 45 

130 角カ・芝居等見世物場で帯刀にて暴威をふるうことを 明治元・ 11・ 17 1 46 
禁じる通達

131 東京府開市につき外国人応接心得の通達 明治元・ 11・ 17 1 46 

132 開市につき抜荷禁止の通達 明治元 •8. - 1 46 

133 無許可で外国人へ米麦等を売渡すことを禁じる通達 明治元・ 11・ 17 1 47 

134 十一月十八日新嘗祭につき火の用心通達 明治元・ 11・ 16 1 47 

135 各国公使参着につき不作法を禁じる通達 明治元・ 11・ 21 1 47 

136 南北御裁判所、東京府合併につき済口証文等の書式統 明治元・ 11・ 21 4 47 
ー通達・雛型

137 外国人の止宿については鉄砲洲役所へ伺出の通達 明治元・ 11・ 21 1 48 

138 京都府判事青山北三郎の東京在勤通達 明治元・ 11・ 21 1 48 

139 笹岡小平太の捕亡方就任、大里翁吉の捕亡方免職通達 明治元・ 11・ 24 1 49 

140 店火消心得の通達 明治元・ 11・ 27 1 49 

141 旧幕時代褒美下賜の忠孝奇特の存生者調査通達 明治元・ 11・ 24 1 49 

142 京都還幸の通達 明治元・ 11・ 28 1 49 

143 毎月ニ・十五・二十三・ニ十八日は御会日につき公事 明治元・ 11・晦 1 50 
見合わせの通達

144 外国人居留地の消防は役人差図に従うべきことを命じ 明治元・ 11・ 29 1 50 
る通達

145 市中鎮静のため木戸番人差出しを命じる通達 明治元・ 11・晦 1 50 

146 取締出張所の兵隊による強談押借は宿陣へ届出る旨の 明治元・ 11・晦 1 50 
通達

147 紛失の刀・脇差の手配書 明治元・ 11・晦 1 50 

148 金札御製造につき拝借金等心得通達 明治元・ 12・ - 1 51 

149 十二月八日還幸御治定の通達 明治元・ 12・ 6 1 52 

150 還幸につき火の用心通達 明治元・ 12・ 3 1 52 

151 駿府移住の旧幕臣の屋敷地を上地とし、来正月より地 明治元・ 12・ 3 1 52 
代・店賃徴収の通達

152 市中で菊御紋の使用を禁じる再通達 明治元・ 12・ 9 1 52 

153 既調査七十歳以上高齢者のうち死失者の調査通達 明治元・ 12・ - 1 52 

154 旧本丸に宮殿造営の通達 明治元・ 12・ 7 1 53 
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155 今般大御用の御伝馬御入用を惣町割とする通達 明治元・ 12・ 12 1 53 

156 町々の公役銀納の一ヶ年分を来正月十五日納入を命じ 明治元・ 12・ 13 1 54 
る通達

157 中田郷左衛門ほか二名の臨時御用取扱任命通達 明治元・ 12・ 13 1 54 

158 旧幕臣の受領屋敷上地の調査通達・雛形 明治元・ 12・ - 1 54 

159 椿幣貸附要領の通達 明治元・ 12・ 13 1 54 

160 古町名主の年頭御礼・献上品の仕来継続を願う伺書 明治元・ 12・ - 1 55 

161 両替屋へ椿幣十万両御下渡につき両替屋や下々の人気 明治元・ 12・ 15 1 55 
探索依頼書

162 商法局開設の通達 明治元・ 12・ 16 1 55 

163 笹岡小平太を捕亡方下目付、小野大介を捕亡方筆頭任 明治元・ 12・ 16 1 55 
命通達

2 明治元年「御触帳」

番号 件 名 年月 日 点 頁

1 明治改元の書付 明治元 •9 ・ 16 1 56 

2 四谷御門外に木村市三郎取締所の傍示設置の書付 明治元 •9 ・ 19 1 56 

3 東京臨幸の際府民への下賜品書上 明治元・一・一 1 56 

4 七拾歳以上の者共呼び出しにつき請書 明治元・ 12・ 17 1 56 

5 菊御紋使用禁止の通達 明治元・ 12・ 18 1 56 

6 租税の金札上納に関する通達 明治元・ 12・ - 1 56 

7 府民へ金札御貸付の申渡書 明治元・ 12・ - 1 57 

8 拝借金札に関する伺書・付け札 明治元・ 12・ 20 1 58 

， 窮民への貸付金札につき通達・雛形 明治元・ 12・ 22 3 59 

10 空米帳合商い禁止の通達 明治元・ 12 ・ 22 1 60 

11 拝借願書持ち寄りにつき通達 明治元・ 12・ 22 1 60 

12 東京府より来春再御臨幸の通達 明治元・ 12・ 7 1 60 

13 府内町人共呼出方の通達・雛形 2 60 

14 金札拝借調壺の通達・雛形 明治元・ 12・ 23 2 60 

15 杉浦式三郎権判事任用の通達 明治元・ 12・ 23 1 61 
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16 名主・作左衛門ほか世話掛任用の申付書 1 61 

17 古町の年頭献上物停止の請書 明治元・ 12・ 24 1 61 

18 七分積金再開につき通達 明治元・ 12・ 24 1 62 

19 医学所設置の通達 明治元・ 12・ 23 1 62 

20 外国人居留地関門新規町屋支配任用通達 明治元・ 12・ 26 1 62 

21 産婆による堕胎禁止の通達 明治元・ 12・ 26 1 63 

22 諸有司に立入、内願筋取扱、賄賂取次等を禁止する通 明治元・ 12・ 26 1 63 
達

23 浅草大護院門前を浅草岩清水門前に改称の通達 明治元・ 12・ 26 1 63 

24 銭相場を天然の相場とする通達 明治元・ 12・ 27 1 64 

25 諸上納金を金札納とする通達 明治 2.正・ 一 1 64 

26 町人共賊難に逢候節の届出方の通達 明治 2.正． 3 1 64 

27 来る八日御用始めとする通達 明治 2.正． 6 1 64 

28 東京府出勤時刻の通達 明治 2.正． 6 1 65 

29 村々地面は百姓持、町分の地面は町人名の泊券地とす 明治元・ 12・ - 1 65 
る通達＊

30 非命の死を遂候者の妻子救助の通達＊ 明治元・ 12・ - 1 65 

31 押買や無銭飲食者の召捕の通達＊ 明治元・ 12・ - 1 65 

32 冨興行禁止の通達 明治元・ 12.- 1 65 

33 東京府出勤時刻に関する通達 明治 2.正・ 24 1 66 

34 金札取引拒否を禁じる通達＊ 明治 2.正・ 25 1 66 

35 横井平四郎殺害人の人相書の通達 明治 2・ 2 ・ 3 1 66 

36 捕亡方下目付頭取任命の通達 明治 2・ 2 ・ 3 1 67 

37 強盗其外の異変は渡辺喜平次へ届出の通達 明治 2・ 2 ・ 3 1 68 

38 牛馬取扱鑑札交付の希望者調査の通達 明治 2・ 2 ・ 4 1 68 

39 牛馬売買鑑札に関する通達 明治 2・ 2 ・ - 1 68 

40 伊勢大廟参拝・東京臨幸の通達＊ 明治 2.正・ 一 1 68 

41 盗品金銭の沙汰に関する通達 明治 2・ 2 ・ 7 1 69 

42 金札拝借調書差出の通達 明治 2・ 2 ・ 9 1 69 

43 町々御伝馬金納高調査の通達 明治 2・ 2 ・ 13 1 69 

44 消防掛・同下役任命の通達 明治 2・ 2 ・ 11 1 69 
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45 濁酒造鑑札受取の通達 明治元・ 12・ 10 1 70 

46 東京府捕亡方任命の通達 明治 2・ 2 ・ - 1 70 

47 強盗其外の異変届は内田文左衛門へ届出の通達 明治 2・ 2 ・ 10 1 71 

48 外国航海者へ渡す印鑑改造の通達＊ 明治 2.正・一 1 71 

49 箱根を始め諸道関所廃止の通達＊ 明治 2.正・一 1 71 

50 贋金銀改のため包座取建ての通達＊ 明治 2・ 2 ・ - 1 71 

51 東京市中行斃れ者に関する通達 明治 2・ 2 ・ - 1 71 

52 岩鼻県ほか4県新県取建の通達＊ 明治 2・ 2 ・ 13 1 71 

53 朱引内屋敷地を開墾禁止の通達 明治 2・ 2 ・ 13 1 71 

54 府内外朱引絵図を 4枚に引分ける通達 明治 2・ 2 ・ 13 1 72 

55 窮民の金札貸渡・返納の通達 明治 2・ 2 ・ 13 1 72 

56 貧民拝借金札返納方の通達 明治 2・ 2 ・ 13 1 73 

57 三月十四日より上野黒門開門の通達 明治 2・ 2 ・ 13 1 73 

58 七分積金上納再開の通達 明治 2・ 2 ・ 13 1 73 

59 神田・玉川上水の会計官営繕司取扱の通達 明治 2・ 2 ・ 10 1 73 

60 金札拝借取纏め書雛形 明治 2・ 2 ・ 19 1 73 

61 隠売女同様の所業禁止の通達 明治 2・ 2 ・ 19 1 74 

62 売女稼禁止の通達 明治 2・ 2 ・ - 1 74 

63 手習師匠・素読師匠の調査通達 明治 2・ 2 ・ 19 1 74 

64 世話新聞紙出版許可の通達 明治 2・ 2 ・ 19 1 75 

65 二月二十三日～二十五日吹上御庭掃除につき土民の拝 明治 2・ 2 ・ 19 1 75 
見許可の通達＊

66 吹上御庭掃除時間・日割の通達 明治 2・ 2 ・ 19 1 75 

67 吹上御庭拝見の際下駄・駒下駄禁止の通達 明治 2・ 2 ・ 21 1 75 

68 旧幕府よりの苗字帯刀・扶持・諸役免許一切廃止の通 明治 2・正・ 19 1 75 
達＊

69 神田・玉川上水普請の会計営膳司府内持場は東京の管 明治 2・ 2 ・ 12 1 76 
轄とする通達

70 西京・東京において猥ヶ間敷錦絵等の売買禁止通達 明治 2・ 2 ・ 22 1 76 

71 男女入込洗湯禁止の通達 明治 2・ 2 ・ 22 1 76 

72 異変は即刻届けるべき旨の通達 明治 2・ 2 ・ 24 1 76 
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73 賊徒を見聞した時には最寄沼田家屯所の分隊所へ注進 明治 2・ 2 ・ 22 1 76 
の通達

74 番屋へ分隊の差出につき塩町一丁目より差出す旨通知 明治 2・ 2 ・ 29 1 77 

75 御馬当物の為、軍務官において朝・昼・暮に発砲の通 明治 2・ 2・晦日 1 77 
達

76 関ロ・滝野川製造局の鉄物諸器井銃砲など紛失の通達 明治 2・ 3 ・ 2 1 77 

77 市中取締のため傍示杭其外雑具類などを東京府に持参 明治 2・ 3 ・ 2 1 77 
の通達

78 革渡世者調査の通達 明治 2・ 3 ・ 3 1 77 

79 武家門内軒下の下駄盗取およびその下駄の売買禁止通 明治 2・ 3 ・ - 1 78 
達

80 博突、賭の勝負禁止の通達 明治 2・ 3 ・ 3 1 78 

81 東幸の布告＊ 明治 2・ 2 ・ - 1 78 

82 再東幸にて諸事心得の通達＊ 明治 2・ 2 ・ - 1 78 

83 東京供奉の面々の振舞に関する通達＊ 明治 2・ 2 ・ - 1 78 

84 尾張•紀伊•水戸三家貸付金・為替金など相対にて取 明治 2・ 2 ・ 29 1 78 
立の通達

85 立后御大礼に東京府から献物に関する通達＊ 明治 2・ 2 ・ 29 1 79 

86 武家所持の町地地面は屋敷改帳へ不記載の通達 明治 2・ 3 ・ 7 1 79 

87 盗難届のない者は今後盗賊引合呼出をしない通達 明治 2・ 3 ・ 7 1 79 

88 市中取締の屯所への畳・建具など搬入についての通達 明治 2・ 3 ・ 7 1 80 

89 市中取締の屯所への品搬入の車力賃に関する通達 明治 2・ 3 ・ 7 1 80 

90 市中取締筋改正にて名主役罷免の通達 明治 2・ 3 ・ 10 1 80 

91 市中取締筋改正にて名主廃止の通達 明治 2・ 3 ・ 10 1 80 

92 町入用一ヶ町分調査の通達 1 80 

93 名主廃止にて年寄役推挙の通達 明治 2・ 3 ・ - 1 80 

94 町入用聞小間井役料高調査の通達 明治 2・ 3 ・ 10 1 80 

95 元名主の門井玄関取壊の通達 明治 2・ 3 ・ 12 1 81 

96 町々名主の中年寄・添年寄任命通達 明治 2・ 3 ・ 12 1 81 

97 組合内訴訟井通例の分取計の通達 明治 2・ 3 ・ - 1 81 

98 公事出入物には家主・五人組差添の通達 明治 2・ 3 ・ 12 1 81 

99 町会所の窮民御救手続に関する通達 明治 2・ 3 ・ 12 1 81 
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100 中年寄・添年寄助成の為、勤務中の商売許可の通達 明治 2・ 3 ・ 12 1 81 

101 鉱山開発・金銀銅精錬に関する通達 明治 2・ 2 ・ - 1 82 

102 佐渡県を越後府管轄とする通達＊ 明治 2・ 3 ・ - 1 82 

103 東京城に待詔局開設の通達＊ 明治 2・ 3 ・ - 1 82 

104 去る三月七日御発輩の通達＊ 明治 2・ 3 ・ - 1 83 

105 新潟府を廃し新潟県とする通達 明治 2・ 3 ・ - 1 83 

106 中年寄・添年寄に監察・小監察からの内察御用筋など 明治 2・ 3 ・ 19 1 83 
に関する通達

107 大津貫吉ほか十七人捕亡方任命の通達 1 83 

108 上納地・請負地・上地などの坪数上り高調査の通達 明治 2・ 3 ・ 19 1 84 

109 府庁詰の年寄および一区ごと取扱所設置に関する伺 明治 2・ 3 ・ 19 1 84 
書・付け札

110 開墾場周囲の町銘・元組合調査の通達 明治 2・ 3 ・ 19 1 84 

111 町方現住者の人別調査通達 明治 2・ 3 ・ 19 1 84 

112 玉川上水源羽村二の水門修復につき水留の通達 明治 2・ 3 ・ 18 1 85 

113 月貸付金札百両以下返納方の通達 明治 2・ 3 ・ 19 1 85 

114 町入用・公儀出入諸願筋など各支配割に関する伺書・ 明治 2・ 3 ・ 19 1 85 
付け札

115 人別帳の無人別の者の扱い方の通達 明治 2・ 3 ・ 19 1 86 

116 場末の年寄の廃止・開墾場朱引外触達に関する伺書・ 明治 2・ 3 ・ 19 2 86 
回答書

117 文久十六文銭通用奨励の通達＊ 明治 2・ 3 ・ 20 1 86 

118 無産戸籍外者の人別調査の通達 明治 2・ 3 ・ 20 1 87 

119 東京府押切判の変更通達•印雛形 2 87 

120 三田町へ貧院設置につき貧窮者調査の通達・雛形 2 87 

121 新貨幣鋳造の通達＊ 明治 2・ 3 ・ - 1 88 

122 大破井武家方持ち分などの橋々修復の通達 明治 2・ 3 ・ 22 1 89 

123 人別帳記載・調印に関する通達 明治 2・ 3 ・ 22 1 89 

124 三月二十八日東京へ着輩につき火の元用心の通達 明治 2・ 3 ・ - 1 89 

125 三月二十八日東京へ着益につき町々の心得•取締の通 明治 2・ 3 ・ - 1 89 
達

126 開墾場外役筋の者を召出の通達 明治 2・ 3 ・ 24 1 89 
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127 紛失品品触方法改正に関する通達 明治 2・ 3 ・ 20 1 90 

128 外国人通行につき応対作法の通達＊ 明治 2・ 3 ・ 25 1 90 

129 大弓の場廃止の通達 明治 2・ 3 ・ 25 1 90 

130 諸藩屯所雑具井傍示杭、運送車力賃提出の通達 明治 2・ 3 ・ 25 1 90 

131 公事訴訟人など刻限厳守の通達 明治 2・ 3 ・ 25 1 90 

132 三月二十八日御着輩につき町々火の元用心の請書 明治 2・ 3 ・ 27 1 91 

133 金札立相場にて取引励行の通達＊ 明治 2・ 3 ・ 27 1 91 

134 三月二十八日着輩につき閉店、諸願届出禁止の通達 明治 2・ 3 ・ 27 1 91 

135 大沢手米など三十三俵大橋向町会所にて払下げの通達 明治 2・ 3 ・ 27 1 92 

136 開墾場境界再調査につき境際町々の町銘書井人数書提 明治 2・ 3 ・ 27 2 92 
出の通達・雛形

137 泊券地召上、同買上の流言に関する通達 明治 2・ 3 ・ 29 1 93 

138 菊御紋使用禁止の通達 明治 2・ 4 ・ 2 1 93 

139 橋銘の義につき打合わせのため明後四日東京府へ出勤 明治 2・ 4 ・ 2 1 93 
の通達

140 三十一番組中年寄・添年寄任命の通達 明治 2・ 4 ・ 2 1 93 

141 四十五•四十六番組町用扱所移転の通達 明治 2・ 4 ・ 2 1 93 

142 六番組町用扱所移転の通達 明治 2・ 4 ・ 2 1 94 

143 東京府上納地・請負地調査書提出の通達・雛形 明治 2・ 4 ・ 2 2 93 

144 東京区内井最寄にて事替候義は監察方詰所へ申し出の 明治 2・ 4 ・ 3 1 95 
通達

145 貧民拝借人の金札納方につき書類提出に関する通達 明治 2・ 4 ・ 3 1 95 

146 町屋敷譲渡の際の泊券状継書作成および弘め金・歩一 明治 2.4. ＿ 1 95 
金禁止の通達

147 泊券状継書の作成、割印に関する通達・雛形 明治 2・ 4 ・ - 3 95 

148 捕亡方手先罷免の通達 1 96 

149 駐輩につき取締厳重の通達＊ 明治 2・ 4 ・ 4 1 96 

150 町々往還木戸取り払い催促の通達 明治 2・ 4 ・ 8 1 97 

151 旧幕府建置の高札を取払いと日本橋外五ヶ所、掲示更 明治 2・ 4 ・ 8 1 97 
新および場末町々の高札調査の通達

152 百両以下金札拝借のもの返納催促の通達 明治 2・ 4 ・ 8 1 97 

153 旧幕臣井用達町人受領地等の地代・店賃•町入用など 明治 2・ 4 ・ 10 3 97 
の調査通達・雛形
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154 元受領町屋敷地住居地を除き返上の通達 明治 2・ 4 ・ 10 1 98 

155 外国航海者へ渡す印鑑改造の通達＊ 明治 2・ 4 ・ - 1 98 

156 外国航海者へ渡す印鑑改造につき海外渡航者調査の請 明治 2・ 4 ・ 12 1 99 
書

157 軍務官歩兵による無銭飲食等調査の通達 明治 2・ 4 ・ 12 1 99 

158 盗難金銭返還手続きに関する通達 明治 2・ 4 ・ 12 1 99 

159 訴訟筋で代人・代判を禁じる通達 明治 2・ 4 ・ 13 1 99 

160 事件多発につき外国人通行に際し対応心得の通達＊ 明治 2・ 4 ・ - 1 99 

161 商法司廃止の通達 明治 2・ 4 ・ - 1 100 

162 銅輸出の政府入札を廃止し、五歩税とする通達 明治 2・ 4 ・ 13 1 100 

163 鉄咆洲貿易商社にて以前積立金預り会所設置の通達 明治 2・ 4 ・ 15 1 100 

164 市中改正につき町名•町火消人足など調整通達 明治 2・ 4 ・ 15 1 100 

165 広瀬鐘平捕亡方下目付任命の通達 明治 2・ 4 ・ 15 1 101 

166 橋々掛廃止し、常務方の取扱とする通達 明治 2・ 4 ・ 17 1 101 

167 上水掛樋．桝御普請木切類御払下げにつき入札通達 明治 2・ 4 ・ 17 1 101 

168 大破井元武家方持橋々調査の催促通達 明治 2・ 4 ・ 18 1 101 

169 人別送り・紛失物調の手順に関する通達 明治 2・ 4 ・ 18 1 101 

170 外国渡航者への改定印章配布の通達 明治 2・ 4 ・一 1 101 

171 老養扶持受取方励行の通達 明治 2・ 4 ・ 19 1 102 

172 市中の張札見つけ次第訴出の通達 明治 2・ 4 ・ 19 1 102 

173 欠落者建家の家財欠所に関する通達 明治 2・ 4 ・ 20 1 102 

174 脱籍浮浪人調査の通達 明治 2・ 4 ・ 22 1 102 

175 戸籍改正にて素行不良者調査の通達 明治 2・ 4 ・ 23 1 103 

176 根津大神社地井門前妓院の五ヶ年営業許可延長の通達 明治 2・ 4 ・ 25 1 103 

177 地面取引に泊券状写提出の通達 明治 2・ 4 ・ 29 1 104 

178 金札の正金同様通用の通達＊ 明治 2・ 5 ・ - 1 104 

179 小売直段・職人分手間賃調査の通達 明治 2・ 5 ・ 3 1 104 

180 三田一丁目へ救育所設置につき窮民調査通達 明治 2・ 5 ・ 3 1 105 

181 貧人妻子持の夕食差し入れの通達・願書雛形 1 106 

182 租税其外諸上納物金納には金札納とする通達＊ 明治 2・ 5 ・ 7 1 106 
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183 小間・坪数調査の雛形 明治 2・ 5 ・ 7 1 106 

184 市中泊券絵図一区限り取集めにて提出の通達 明治 2・ 5 ・ 7 1 107 

185 泊券絵図元番組限りにて提出の通達 明治 2・ 5 ・ 8 1 107 

186 小間・坪調査の文言に関する通達 明治 2・ 5 ・ 8 1 107 

187 金札の正金同様化につき窮民拝借金札の返納に関する 明治 2・ 5 ・ 9 1 107 
通達

188 小銭不融通につき小銭払い下げの通達 明治 2·5• - 1 108 

189 小札払底につき両替屋へ払い下げの通達 明治 2・ 5 ・ 10 1 108 

190 町方上納金・諸税・過料銭など差出時刻の通達 明治 2・ 5 ・ 10 1 108 

191 地位による小間高調査の通達・雛形 明治 2・ 5 ・ - 2 109 

192 御救育所入所の金札拝借者調査の通達 明治 2・ 5 ・ 10 1 109 

193 町方上納金・諸税・過料銭など差出時刻の通達 明治 2・ 5 ・ 10 1 109 

194 芥定浚請負の請書 明治 2・ 5 ・ 12 1 109 

195 鉄砲洲居留地内上地跡古土蔵四棟の入札の通達 明治 2・ 5 ・ 12 1 110 

196 摂津県を豊崎県と改称の通達＊ 明治 2・ 5 ・ 12 1 110 

197 盲人による貸金銀業務に関する心得の通達 明治 2・ 5 ・ 12 1 110 

198 医師・画エ・諸職人などの位階・受領名廃止の通達＊ 明治 2・ 5 ・ 12 1 111 

199 牛車井地力車税金上納に関する調査通達 明治 2・ 5 ・ 15 1 111 

200 諸出入吟味当事者の昼前集合の通達 明治 2・ 5 ・ 16 1 111 

201 町屋敷の泊券状廃止につきーと地面泊券状作成提出の 明治 2・ 5 ・ - 1 111 
通達

202 泊券状改正につき京間・田舎間を六尺間に統一の通達 明治 2・ 5 ・ 17 1 111 

203 泊券状雛形 明治 2.ー ・一 2 111 

204 売券継紙雛形 明治 2.-.一 3 112 

205 上地の分•朝臣御願中の分の地代納付に関する通達・ 明治 2・ 5 ・ 18 2 113 
雛形

206 小監察・捕亡方下目付任命の通達 明治 2・ 5 ・ 17 1 114 

207 山口五位会計官判事任命の通達 明治 2・ 5 ・ 18 1 114 

208 諸色直段引き上げにつき商人への諭旨通達 明治 2・ 5 ・ 20 1 114 

209 町会所買入米一万石を春米屋へ貸渡につき通達 明治 2・ 5 ・ 20 1 114 

210 芝愛宕門前を芝愛宕町と改称の通達 明治 2・ 5 ・ 23 1 114 
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211 軍務官附兵士の無代飲食等取締りに関する通達 明治 2・ 5 ・ 23 1 115 

212 醤油醸造者の納税調査の通達 明治 2・ 5 ・ 25 1 115 

213 番組人宿と紛らわしき者の取締の通達 明治 2・ 5 ・ - 1 115 

214 諸物価引き上げの風聞につき問屋業者の請書・雛形 明治 2・ 5 ・ 25 1 115 

215 泊券状改正につきの十一ヶ条の通達 明治 2・ 5 ・ 26 1 115 

216 宮・堂上方井尾朴I.紀朴1•水戸等の貸付金の返済を相 明治 2・ 5 ・ 28 1 116 
対で行う通達

217 訴状の形態に関する通達 明治 2・ 5 ・ 28 1 117 

218 武士地住居の町人など人別取扱いや地税納入に関する 明治 2・ 5 ・ 28 1 117 
通達

219 東京府鑑札所持者による三芝居・盛場等での無銭見物 明治 2・ 5 ・ 27 1 117 
禁止の通達

220 東京府鑑札改正の通達・鑑札雛形 明治 2・ 5 ・ 27 2 117 

221 東京府と町会所合併につき窮民御救願、手続きに関す 明治 2・ 6 ・朔 2 118 
る通達・雛形

222 貧民拝借金札返納方額算出の通達 明治 2・ 6 ・ 2 1 118 

223 絞り功者・鼻緒縫・真綿引・小間物など女手業調査の 明治 2・ 6 ・ 3 1 119 
通達

224 積金の提出日割の通達 1 119 

225 御救願の義、五区分取纏め提出の通達 明治 2・ 6 ・ 5 1 119 

226 家持・家主・地借・店借調査の通達 明治 2・ 6 ・ 5 1 120 

227 浮死骸取扱変更の通達 明治 2・ 6 ・ 5 l 120 

228 中年寄・添年寄給料の通達 1 120 

229 中年寄・添年寄給料は聞小間で出銀の通達 1 120 

230 月行事・五人組等廃止につき町用取扱の中年寄・添年 1 120 
寄人選の通達

231 町用取扱の者の名称差出の通達 明治 2・ 6 ・ 8 1 121 

232 草創地分の町屋敷券状雛形 1 121 

233 泊券状改正につき書式の通達・雛形 明治 2・ 6 ・ - 6 121 

234 積金五月分は従来通り取集め、 12日より日割にて提出 明治 2・ 6 ・ 10 1 122 
の通達

235 町会所積金を改正聞小間により集金の通達 明治 2・ 6 ・ 16 1 123 

236 中・添年寄役給上納の通達 明治 2・ 6 ・ 12 1 123 
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237 飯米多分の所持の非業鉢の者に対し穀屋へ売捌を命じ 明治 2・ 6 ・ 17 1 123 
る通達

238 銭相場引上げにつき職人手間賃井諸色小売直段引下げ 明治 2・ 6 ・ 17 2 123 
に関する調査通達・雛形

239 日枝祭礼道筋の通達 明治 2・ 6 ・ 17 1 124 

240 金札の菓子製造禁止と板木取り上げの通達 明治 2・ 6 ・ 17 1 124 

241 種痘所再設置の通達 明治 2・ 6 ・ 22 1 124 

242 役給の割付不都合につき再調査の通達 明治 2・ 6 ・ 22 1 125 

243 町々より推挙の者を町年寄任命の通達 明治 2・ 6 ・ 22 1 125 

244 町年寄・家主の勤務心得の請書雛形 明治 2・ 6 ・ 22 2 125 

245 通商司伊藤俊輔の東京府在勤の通達 明治 2・ 6 ・ 23 1 126 

246 焼損の金札引替に関する通達 明治 2・ 6 ・ 24 1 126 

247 神代町を田代町と改称の通達 明治 2・ 6 ・ 24 1 127 

248 米春・摘綿・打綿・刀研渡世で召仕を雇いたき者の調 明治 2・ 6 ・ 24 1 127 
査通達

249 生糸・蚕卵紙外国人へ抜売禁止の通達＊ 明治 2・ 6 ・ 24 1 127 

250 府藩県による米穀等買メなど禁止の通達＊ 明治 2・ 6 ・ 24 1 127 

251 商社にて引替切手発行の通達 明治 2・ 6 ・ 28 1 127 

252 町入用は小間で勘定の通達 明治 2・ 6 ・ 28 1 128 

253 月行事・五人組廃止につき町用は町年寄取扱の通達 明治 2・ 6 ・一 1 128 

254 英国王子浜殿へ滞留につき心得方の通達 明治 2・ 7 ・ 3 1 128 

255 諸商人共惣人数調査の通達・雛形 明治 2・ 7 ・ 3 2 128 

256 通商司発行の引替切手に関する通達・雛形 明治 2・ 7 ・ 4 2 129 

257 七月分中・添年寄給料取集めの通達 明治 2・ 7 ・ 4 1 129 

258 古釘為直・同断買受の希望者に関する調査の通達 明治 2・ 7 ・ 4 1 129 

259 英国王子渡来につき心得の通達 明治 2・ 6 ・ - 1 130 

260 諸国物産積荷改番所設置にして川筋通船改めの通達 明治 2・ 7 ・ 5 1 130 

261 七月六日奉弊使通行通筋の通達 明治 2・ 7 ・ 5 1 130 

262 武家地住居の町人等の地所拝借証文提出の伺書・付け 明治 2・ 6 ・ - 2 130 
札・下け札・雛形

263 金一両につき拾貰文銭相場御定につき通達＊ 明治 2・ 7 ・ 10 1 132 
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264 武家地に住居の町医師・相撲・検校など最寄町方人別 明治 2・ 7 ・ - 1 133 
追加の通達・付け札

265 泊券絵図提出の通達 明治 2・ 7 ・ 12 1 133 

266 金銀箔業者難渋につき破損の金銀蒔絵・古道具など焼 明治 2・ 7 ・ 12 1 133 
き返しにて販売可の通達

267 東京府大参事・権参事・少参事任命の通達 明治 2・ 7 ・ 18 1 133 

268 贋金鋳造•取扱禁止の通達＊ 明治 2・ 5 ・ 27 1 134 

269 小川町・番町など上地屋敷払下げにつき入札の通達 明治 2・ 7 ・ 18 1 134 

270 独逸軍艦附属の蒸船沈没、乗組員溺死の通達 明治 2・ 7 ・ 18 1 134 

271 民部省の公事出入吟味に関する通達 明治 2・ 7 ・ 19 1 135 

272 枡座の枡払い下げの通達 明治 2・ 7 ・ 19 1 135 

273 市中泊券絵図取調にて仕立方申合の通達 明治 2・ 7 ・ 23 1 136 

274 訴状裏書印章改定の通達 明治 2・ 7 ・ 24 1 136 

275 断獄局の権大属・少属・権少属員改正の通達 明治 2・ 7 ・ 27 1 136 

276 昌平橋を相生橋、昌平坂を本郷坂と改称の通達 明治 2・ 7 ・ 27 1 137 

277 英太子参朝道順および心得の通達 明治 2・ 7 ・ 27 1 137 

278 英国王子参朝の節、道筋町々取締の通達 明治 2・ 7 ・ 29 1 137 

279 泊券地惣体の地代上り高調査の通達・雛形 明治 2・ 8 ・ 10 2 138 

280 隠岐県を廃して岩見国に大森県設置の通達＊ 明治 2・ 8 ・ 10 1 139 

281 越後府を水原県と改称の通達＊ 明治 2・ 8 ・ 10 1 139 

282 新潟県を廃し、水原県に合併の通達＊ 明治 2・ 8 ・ 10 1 139 

283 河内県は堺県に、豊崎は兵庫県に合併の通達＊ 明治 2・ 8 ・ 10 1 139 

284 目安箱へは居所・姓名・捺印にて提出の通達 明治 2・ 8 ・ 4 1 139 

285 蝦夷開拓志願者へ地所割渡の通達＊ 明治 2・ 7 ・ - 1 139 

286 戸籍・絵図・養老賞典に関する訴へ届先の通達 明治 2・ 8 ・ 4 1 140 

287 浜殿へ行幸にて町々火の元用心の通達 明治 2・ 8 ・ 7 1 140 

288 高橋恒五郎ほかー名断獄局少属任命の通達 明治 2・ 8 ・ 10 1 140 

289 御用達町人は苗字帯刀であっても身分に関する諸願は 明治 2・ 8 ・ 10 4 140 
年寄に提出の伺書・付け札・下け札・雛形

290 東京府支配場の内元代官所年貢町並屋敷の助郷免除の 明治 2・ 8 ・ 4 1 142 
通達

291 府内・府外の境絵図面色分の通達． i古券絵図面雛形 明治 2・ 8 ・ 10 2 142 
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292 神田美倉橋種痘館井出張所五ヶ所にて種痘接種の通達 明治 2・ 8 ・ 12 1 143 

293 金札の内焼きこけ・しみ附など不通用の分引替の通達 明治 2・ 8 ・ 12 1 143 

294 弾正台役人と偽る無頼の輩に関する通達 明治 2・ 8 ・ 14 1 144 

295 市中御堀浚・定浚の賃銭受取株同様の行為取締の通達 明治 2・ 8 ・ 15 1 144 

296 三陸両羽岩城按察府を岩代国白石へ設置の通達＊ 明治 2・ 8 ・ - 1 145 

297 府下開拓布令書規則書（桑茶植付） 明治 2・ 8 ・ 20 1 145 

298 種痘は生児七十五日より百日の間に願出により実施と 明治 2・ 8 ・ 23 1 146 
種痘所持場の通達

299 種痘所掛名、種痘定日の通達 明治 2・ 8 ・ 23 1 147 

300 種痘掛詰役・医役任命の通達 明治 2・ 8 ・ - 1 147 

301 旧幕臣の町屋敷受領地、駿府移住・帰農者等の上地を 明治 2・ 8 ・ - 1 148 
町年寄の進退とする伺書・付け札

302 町入用掛高調査の通達・雛形 明治 2・ 8 ・ 24 1 148 

303 東京諸邸上地跡に桑茶植付の通達 明治 2・ 8 ・ 27 1 149 

304 蝦夷地開拓希望者募集の通達 明治 2・ 8 ・ 26 1 149 

305 種痘奨励につき一区限りの諭し方の通達 明治 2・ 8 ・ 26 1 150 

306 旧幕臣の上地、借地願いの手順の伺書・付け札 明治 2・ 8 ・ 27 1 150 

307 窮民救育方入用金百両上納者褒賞の通達 明治 2・ 8 ・ 27 1 150 

308 行倒者の扱いおよび困窮者の救育所入の手順通達 明治 2・ 9 ・ 2 1 151 

309 武家屋敷上地跡下水・石垣等取崩候禁止の通達 明治 2・ 9 ・ 4 1 151 

310 御救育所入願者の人数内訳の雛形 明治 2・ 9 ・ 5 1 152 

311 桑茶税上納に関する通達 明治 2・ 9 ・ 6 1 152 

312 物貰などの取扱の通達・付ヶ札 明治 2・ 9 ・ 8 1 153 

313 蝦夷地開拓希望者の姓名提出の通達 明治 2・ 9 ・ 10 1 153 

314 断獄方御調所勤務の八品商人への手当に関する通達 明治 2・ 9 ・ 10 1 153 

315 藝者・踊井音曲指南の女などの調査通達 明治 2・ 9 ・ 11 1 154 

316 諸屋敷上地跡桑茶植付希望者に対する入札の通達 明治 2・ 9 ・ 13 1 154 

317 武家地の地代調査の通達・雛形 明治 2・ 9 ・ 15 1 154 

318 泊券地其外坪数調査の通達・雛形 明治 2・ 9 ・ 15 2 155 

319 東京五拾区内の百姓地年貢高調査の通達・雛形 明治 2・ 9 ・ 15 2 155 

320 窮民救助のため金五拾両献納者褒賞の通達 明治 2・ 9 ・ 15 1 156 

274 



3 明治 3年正月「御触留」

番号 件 名 年 月 日 点 頁

1 地代一ヶ月上り高調査書 明治 2・ 8 ・ 12 1 157 

2 蝦夷開拓望みの者調査の旨通達 明治 2・ 8 ・ 26 1 157 

3 種痘接種につき先月下旬出生の小児調査の通達 明治 2・ 8 ・ 26 1 158 

4 行倒人届書 明治 2・ 11 ・ 27 1 158 

5 諸商人名前・商品・問屋等調査につき通達・雛形 明治 2・ 10 ・ 5 1 158 

6 三田・麹町救育所入所願請書雛形 明治 2・ 11 ・ 4 1 161 

7 官軍に抵抗の者・脱走者・欠落者調査の通達 明治 2・ 11 ・ 4 1 161 

8 旧町地の受領地・借地・預り地、上地の旨再通達 明治2・ 11 ・ 17 2 161 

， 御親祭後、士民一同参拝の日程等通達＊ 明治 3.正． 9 1 162 

10 築地其外へ養豚所設置のため、市中府内腐敗物収集に 明治 2・ 12 ・ 26 1 162 
つき通達

11 市中取締につき通達 明治 3.正・ 12 1 163 

12 旧幕府旗本への貸付金銀調査通達＊ 明治 3.正・ 13 1 164 

13 府下開産のため諸屋敷跡へ桑茶植え付けの旨通達 明治 3.正・ 15 1 164 

14 来る十七日本丸において軍事御祭につき火の元注意の 明治 3.正・ 14 1 164 
旨通達＊

15 市中50区の内旧幕府より受領の町屋敷にて、上地後拝 明治 3.正・ 14 1 164 
借等無き場所調査通達・雛形

16 救育所入所取り計らい方につき願書 明治 3・ 2 ・ 17 1 165 

17 窮民救済・孝弟奇特者の引立方等市中取締方につき通 明治 3・ 2 ・ 16 1 165 
達

18 無宿鉢の行倒人届出方につき通達 明治 3・ 2 ・ 20 1 166 

19 異変の節、中・添年寄は検使に立会うべき旨通達 明治 3・ 2 ・ 20 1 166 

20 紛失の書類取調方につき通達 明治 3・ 2 ・ 22 1 166 

21 大属・権大属等の陣笠・提灯印取り決めにつき通達 明治 3・ 2 ・ 23 1 167 

22 鉄泡・弾薬等売り捌き方の通達 明治 3・ 2 ・ 25 1 167 

23 旅籠屋止宿人取締方の通達 明治 3・ 2 ・ 25 1 168 

24 小石川堺町出火の節、貧民へ施行等につき褒賞の触書 明治 3・ 2 ・ 25 1 168 

25 鑑札紛失につき通達＊ 明治 3・ 3 ・ 25 1 168 
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26 大工諸職人の賃銀取り決めにつき通達 明治 3・ 3 ・ 25 1 169 

27 諸職人行事取り決めの旨通達 明治 3・ 3 ・ 27 1 171 

28 旧幕府用達町人の受領屋敷・拝領屋敷調査の通達 明治 3・ 3 ・ 27 1 171 

29 鹿嶋屋清助方にて老養扶持下付の通達 明治 3・ 4 ・ 7 1 171 

30 聯隊御出軍につき音羽辺にて砲火試験の旨通達 明治 3・ 4 ・ 8 1 171 

31 浜御殿行啓につき火の元取締りの通達 明治 3.4. - 1 172 

32 大川端東西助成地、中の郷竹町・浅草花川戸町へ合併 明治 3・ 4 ・ 15 1 172 
につき通達

33 永代橋東西助成地、町名変更につき通達 明治 3・ 4 ・ 15 1 172 

34 貧民御救米銭立替分、下付につき通達・雛形 明治 3・ 4 ・ 19 1 172 

35 諸問屋・諸商人等調査につき通達・雛形 明治 3・ 4 ・ 19 1 173 

36 救育所入所願いの者調査につき通達・雛形 明治 3・ 4 ・ 22 1 174 

37 地図提出の通達 明治 3・ 4 ・ 22 1 174 

38 川浚人足日々差出し方割合一件 明治 3・ 4 ・ 24 2 174 

39 耶蘇宗徒五嶋無宿作蔵人相書 明治 3・ 4 ・ 23 1 175 

40 開墾地桑茶植付方巡見の通達 明治 3・ 4 ・ 25 1 176 

41 支那人、偽金持ち込みにつき通達 明治 3・ 4 ・ 24 1 176 

42 四谷塩町一丁目正月～三月の定式・臨時町入用書付 明治 3・ 4 ・ - 1 176 

43 弘暦者以外の頒暦を禁じる通達＊ 明治 3・ 4 ・ 4 1 179 

44 拝領地・受領地・上地の地先河岸地地代上納の通達 明治 3・ 5 ・ 12 1 179 

45 17オから19オまでの壮健の男子調査の通達 明治 3・ 5 ・ 12 1 179 

46 町年寄給料取り決めにつき通達 明治 3・ 5 ・ 12 1 179 

47 居付地主・借地人等調査一件 明治 3・ 5 ・ 17 3 179 

48 明後二十二日より 8字出勤、 3字退出の旨通達 明治 3・ 5 ・ 20 1 181 

49 諸官省府県にて外国人雇用の際、外務省へ申し立てる 明治 3・ 5 ・ 19 1 181 
旨通達＊

50 蚕卵紙の輸出免許願請につき通達＊ 明治 3・ 5 ・ 22 1 182 

51 支那米・切替米御払いにつき入札の通達 明治 3・ 5 ・ 22 1 182 

52 公事出入り、奥の白洲にて取扱いにつき通達 明治 3・ 5 ・ 24 1 182 

53 盗賊届は市中御取締り屯所、異変・事変は断獄局にて 明治 3・ 5 ・ 25 1 182 
取り扱いにつき通達
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54 17歳から 19歳迄の男子、名前・希望の職業調査につき 明治 3・ 5 ・ 25 1 183 
通達

55 聞小間高増減調査につき通達・雛形 明治 3・ 5 ・ 27 1 183 

56 授産仕法として、麹町元紀州屋敷に工場設置につき通 明治 3・ 5 ・ 28 1 184 
達

57 市中御救米渡し方につき通達 明治 3・ 5 ・晦 1 184 

58 戸籍調査につき通達 明治 3・ 5 ・晦 1 184 

59 横浜野毛海岸鉄道用地埋立工事施工者方募集の通達 明治 3・ 5 ・ 29 1 185 

60 来る十四日氷川祭執行につき通達＊ 明治 3・ 6 ・ 5 1 185 

61 権少属武川清四郎、消防掛任命通達 明治 3・ 6 ・ 5 1 185 

62 町々消防道具書き出しの旨通達 明治 3・ 6 ・ 5 1 185 

63 寄で踊・狂言・茶番等の演目を禁じる通達 明治 3・ 6 ・ 5 1 185 

64 竹花火取締りの通達 明治 3・ 6 ・ 5 1 186 

65 男女混浴禁止の再通達 明治 3・ 6 ・ 5 1 186 

66 武家・市中とも人足を雇う際には救育所へ申し出るべ 明治 3・ 6 ・ 3 1 186 
き旨通達

67 新規春米渡世、示談の上始めるべき旨通達 明治 3・ 6 ・ 7 1 186 

68 出火の節炊き出し地域分担につき通達 明治 3・ 6 ・ - 1 187 

69 六月十六日の出火の節、町火消の内、怪我人の有無調 明治 3・ 6 ・ 17 1 187 
査通達

70 竹橋・雉子橋・清水・田安・半蔵門諸人通行許可の通 明治 3・ 6 ・ 17 1 187 
達＊

71 美倉橋元会所にてお救い米銭引き替えにつき通達 明治 3・ 6 ・ 19 1 187 

72 楠中将社造営につき寄進方通達＊ 明治 3・ 6 ・ 18 1 188 

73 ロンドン博覧会出品の件、外務省へ出願すべき旨通達 明治 3・ 6 ・ 19 1 188 
＊ 

74 他国より送籍の者は郡政まで届出べき旨通達 明治 3・ 6 ・ 20 1 188 

75 寄場の演目は軍書講談・昔噺に限り許可する通達 明治 3・ 6 ・ 23 1 188 

76 御郭内外土居其外草刈りの義、入札につき通達 明治 3・ 6 ・ 28 1 188 

77 第一区から第六区までの出張所設置・総長任命の通達 明治 3・ 7 ・ 2 1 189 

78 囚獄司徒場へ呼び出しの偽差紙所持の者取締りにつき 明治 3・ 6 ・ 29 1 189 
通達

79 町年寄給料立替金月賦上納方書付 明治 3・ 7 ・ 3 1 190 
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80 鉄咆洲波止場にて川蒸気破裂一件 明治 3・ 7 ・ 6 -- 3 190 
10 

81 横浜居留英人の富興行関与禁止の通達 明治 3・ 7 ・ 11 1 191 

82 新規春米渡世、示談の上始めるべき旨通達 明治 3・ 7 ・ 5 1 192 

83 貨幣贋造取締りの通達＊ 明治 3・ 7 ・ 6 1 192 

84 金 1両につき銭10貫文にて通用の義、厳守につき通達 明治 3・ 7 ・ 14 1 192 
＊ 

85 大木東京府参事の民部大輔・当分東京府御用懸り命通 明治 3・ 7 ・ 17 1 193 
達

86 公事人・引合人等溜りにて不作法を禁じる通達 明治 3・ 7 ・ 17 1 193 

87 三井権少属・古谷権少属、出張所転属通達 明治 3・ 7 ・ 19 1 193 

88 訴訟人の代理人の取計らい方につき通達 明治 3・ 7 ・ 20 1 193 

89 御郭内外御普請等入札の通達 明治 3・ 7 ・ 20 1 193 

90 廃帝・九条帝・大友帝に御綸号につき祭典執行通達＊ 明治 3・ 7 ・ 22 1 194 

91 町々店々にて異変の節、即刻届け出の旨通達 明治 3・ 7 ・ - 1 194 

92 隠売女に紛らわしき所業禁止につき請書 明治 3・ 7 ・ 23 1 195 

93 七月二十四日より 9字出勤、 4字退出につき通達 明治 3・ 7 ・ 23 1 195 

94 田畑半蔵、第 3大区出張所勤務につき通達 明治 3・ 7 ・ - 1 196 

95 元町年寄給料返納につき通達 明治 3・ 7 ・ 25 1 196 

96 町年寄は地主役として無給にて 3ヶ年を限り勤務一件 明治 3・ 7 ・ 25~ 2 196 
26 

97 諸職人賃金受取方•取締り方につき請書一件・木札雛 明治 3・ 7 ・ 29 1 197 
形

98 青山東京府権大参事ほか他 2名の東京府大参事任命通 明治 3・ 7 ・ 1 1 199 
達

99 元町年寄給料受取帳作成一件 明治 3・ 8 ・ 4 2 199 

100 養蚕種につき、別紙板本配布の通達 明治 3・ 8 ・ 5 1 200 

101 質屋・古着屋等名前調査につき通達・雛形 明治 3・ 8 ・ 5 1 200 

102 鮫島東京府大参事の外務大丞任命通達 明治 3・ 8 ・ 9 1 200 

103 金札引替につき町年寄給料等年賦返済金に金札取交ぜ 明治 3・ 8 ・ 8 1 201 
禁止の通達

104 桑茶苗買入方難渋の者は物産局へ出願の旨通達 明治 3・ 8 ・ 15 1 201 

105 火除地に取払につき町名抹消・変更の通達 明治 3・ 8 ・ 17 1 201 
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106 各港在留の支那人、人身売買につき取締り方通達＊ 明治 3・ 8 ・ 20 1 202 

107 鵜片煙草に関し薬品取扱い者調査通達 明治 3・ 8 ・ 22 1 202 

108 泊券絵図面提出の節、間数等入念点検の通達 明治 3・ 8 ・ 22 1 202 

109 境界に建てる傍示杭の張紙に関する通達・雛形 明治 3・ 8 ・ 22 1 202 

110 盲人の貸金銀業の受取書に関する通達 明治 3・ 8 ・ 23 1 203 

111 非常時使用の笠・提灯仕様の通達 明治 3・ 8 ・ 1 203 

112 賊難・事変届を東京府とともに出張所にも提出の再通 明治 3・ 8 ・ 25 1 204 
達

113 打毬等の勝負賭け事禁止の通達 明治 3・ 8 ・ - 1 204 

114 川崎宿百姓九郎兵衛の東京・横浜間の人力車営業等許 明治 3・ 8 ・ 27 1 204 
可通達

115 救育所入所願の審査強化の通達 明治 3・ 8 ・ 27 1 205 

116 阿片売買禁止の通達＊ 明治 3・ 8 ・ 29 3 205 

117 五拾区・地方共区内縮図提出の通達 明治 3・ 8 ・ 29 1 206 

118 鹿嶋社・香取社遥拝の通達＊ 明治 3・ 9 ・ 3 1 206 

119 薬品取扱い者の阿片所持調査通達・雛形 明治 3・ 9 ・ 3 1 206 

120 武家屋敷上地跡下水・石垣の取崩し禁止の再通達 明治 3・ 9 ・ 4 1 207 

121 深川仙台堀御蔵普請入札の通達 明治 3・ 9 ・ 5 1 207 

122 町屋敷上地の地代納め方につき通達 明治 3·9•- 1 207 

123 麹町救育所入所者死亡の節の取扱いの通達 明治 3・ 9 ・ 5 1 207 

124 鉄道築造につき高輪土手埋立・品川橋梁工事入札の通 明治 3・ 9 ・ 5 1 207 
達

125 越中嶋にて練兵天覧一件＊ 明治 3・ 9 ・ 7 2 208 

126 町屋敷上地の井戸・下水修復取扱いの通達 明治 3・ 9 ・ 7 1 208 

127 大風雨につき怪我人・潰家等調査の通達 明治 3・ 9 ・ 8 1 209 

128 窮民お救い方審査強化の通達 明治 3・ 9 ・ 8 1 209 

129 町入用倹約等につき請書 明治 9・ 9 ・ - 1 209 

130 九月八日の大風雨の被害状況調査の通達＊ 明治 3・ 9 ・ 10 1 210 

131 九月十二日越中島練兵天覧一件 明治 3・ 9 ・ 10 2 210 

132 物産仕法局御貸付金規則書一件 明治 3・ 9 ・ 13 3 210 

133 市中・往還等の迷子取扱い方につき通達 明治 3・ 9 ・ 15 1 211 
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134 市在共泊券絵図面書入れの惣坪書提出方の通達・雛形 明治 3・ 9 ・ 15 1 211 

135 九月二十二日を天長節とする通達 明治 3・ 9 ・ - 1 212 

136 茶屋・船宿にて旅人止宿の内密調査の通達 明治 3・ 9 ・ 15 1 212 

137 地獄（売女）一件裁許書 明治 3. 2 212 

138 東京府呼び出しの節、時刻厳守の通達 明治 3・ 9 ・ 14 1 213 

139 桑茶植付の上地・明地に接する往来の草取掃除に関す 明治 3・ 9 ・ 19 1 213 
る通達

140 宮華族方御用達の懸札調査通達 明治 3・ 9 ・ 17 1 213 

141 四谷塩町一丁目味噌問屋五兵衛、東久世・三条殿御用 明治 3・ 9 ・ 19 1 213 
勤めの届書

142 町会所へ引き渡しの上地の地代等書き上げの通達 明治 3・ 9 ・ 17 1 213 

143 旧幕府より受領・拝領地の上地、朝臣の受領・拝借地 明治 3・ 9 ・ 18 1 214 
の調査の通達

144 町屋敷上地の内官員・士族にて新規に拝領・拝借の地 明治 3・ 9 ・ 18 1 214 
所調査の調書

145 濁酒新規造立願い方につき通達 明治 3・ 9 ・ 20 1 214 

146 諸往来草取掃除の再通達 明治 3・ 9 ・ 20 1 214 

147 九月二十二日天長節御祝儀につき中・添年寄府庁へ出 明治 3・ 9 ・ 20 1 214 
頭の通達

148 九月二十二日佐賀藩邸にて調練発泡につき通達 明治 3・ 9 ・ 20 1 215 

149 平民の苗字許可通達＊ 明治 3・ 9 ・ 20 1 215 

150 天長節につき品川沖開港場砲台・軍艦において祝砲の 明治 3・ 9 ・ 22 1 215 
通達

151 深川御蔵添地御構柵矢来修復につき入札の通達 明治 3・ 9 ・ 23 1 215 

152 駅逓司御用人足請負入札の通達 明治 3・ 9 ・ 28 1 216 

153 製紙所の職方御雇の請書・雛形 明治 3・ 9 ・ - 1 216 

154 救育所在留者の店持渡世・通い稼希望取扱い方につき 明治 3・ 9 ・ 27 1 217 
通達

155 七月十九日大風雨出水の節施行金拠出者褒賞の通達 明治 3・ 9 ・ 29 1 217 

156 浅草寺領畑屋敷を丸沢喜三次支配とする通達 明治 3・ 9 ・ 28 1 217 

157 拝借地桑茶園内に見守番小屋・養蚕製所茶所設置につ （明治 3・ 9 ・ -) 1 217 
き請書

158 受領地・上地等の調書提出通達・雛形 明治 3・ 10 ・ 5 1 218 

159 新規濁酒造、出願十一月十日締切の通達 明治 3・ 10 ・ 5 1 219 
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160 市中・地方の中・添年寄会議規則 明治 3・ 10 ・ - 1 220 

161 往来道筋草刈・掃除致すべき旨通達 明治 3・ 10 ・ 12 1 220 

162 産物調査の通達・雛形 明治 3・ 10 ・ 12 1 221 

163 十月十七日家税上納締切の通達 明治 3・ 10 ・ 13 1 222 

164 麹町にて脇差拾得一件 明治 3・ 10 ・ 8 ~ 2 222 
16 

165 外神田鎮火社御鎮座につき御霊出御の通達 明治 3・ 10 ・ 13 1 222 

166 元大坂町の為替会社にて銀3匁 7分 5厘の預り手形引 明治 3・ 10 ・ 14 1 222 
き替えの通達＊

167 公事出入呼出刻限厳守の通達 明治 3・ 10 ・ 18 1 223 

168 刀鍛治・桶類・傘渡世調書結果の書上 明治 3・ 10 ・ 20 1 223 

169 養蚕仕法書配布の通達＊ 明治 3・ 10 ・ 25 1 223 

170 九の日会議定日とする通達 明治 3・ 10 ・ 25 1 224 

171 上渋谷村四條藩邸払い下げにつき入札の通達 明治 3・ 10 ・ 25 1 224 

172 鉄道御用地につき芝金杉仲町・芝金杉浜町合併の通達 明治 3・ 10 ・ 25 1 224 

173 九月晦日の出火の節、金銭施行につき褒賞の通達 明治 3・ 10 ・ 25 1 224 

174 人力車渡世開業を勝手次第とする請書 明治 3・ 10 ・ 27 2 225 

175 附属地住居の陰陽師・売卜、加籍の再通達 明治 4・ 10 ・ 27 1 225 

176 断獄方御裁許済代金、翌日御下げ渡しにつき通達 明治 3・ 10 ・ 28 1 225 

177 十月二十九日会議につき出頭の通達 明治 3・ 10 ・ 29 1 226 

178 西川大属、断獄掛任命等の通達 明治 3・閏10・朔 1 226 

179 諸開墾地内の焚火は所持者へ届出る旨の通達 明治 3・ 10 ・ 29 1 226 

180 除地・拝領地、泊券地として売買の分調査の通達 明治 3・ 10 ・ 29 1 227 

181 御入用にて浚方の溝堀・下水調査の通達 明治 3・ 10 ・ 29 1 227 

182 濁酒造りの新規・減石願、閏十月八日締切の通達 明治 3・閏10・ 2 1 227 

183 人力車渡世開業願い、惣行事 1名の加印にて承認の通 明治 3・閏10・ 2 1 227 
達

184 麹町救育所にて倭米・支那米払い下げ入札の通達 明治 3・閏10・ 3 1 227 

185 武家地地位調査の通達 明治 3・閏10・ 5 1 227 

186 神田・玉川両上水大樋桝修復等の届出の伺書・付札 明治 3・閏10・ 5 1 228 

187 上地の町屋敷の地代調査の通達・雛形 明治 3・閏10・ 7 1 228 
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188 大工・左官・木挽等へ取締りの木札に関する伺書・付 明治 3・閏10・ 7 1 229 
札

189 聞小間調査の書上 明治 3・閏10・ 12 2 230 

190 贋金札流通につき改所設置の通達＊ 明治 3・閏10・ 14 1 231 

191 東京在留外国人遊歩規定御布令につき通達＊ 明治 3・閏10・ 17 1 231 

192 昨15日英国軍艦リンドウ号付属船店転覆につき死体発 明治 3・閏10・ 17 1 233 
見時取扱の通達

193 民部省、東京一円明細測量の通達＊ 明治 3・閏10・ 17 1 234 

194 四谷塩町一丁目諸渡世調査結果の書上 明治 3・閏10・ 21 1 234 

195 不審者の止宿・髪結営業についての下問 明治 3・閏10・ 20 1 235 

196 町々積立金取り集め方・美倉橋町会所にて窮民へ米銭 明治 3・閏10・ 20 1 236 
渡し方の通達

197 王子稲荷臨時祭礼執行につき四谷大木戸ほかニヶ所建 明治 3・閏10・ 21 1 236 
札許可の通達

198 家作税銀納めの通貨につき通達 明治 3・閏10・ 23 1 236 

199 氷川社行幸につき人足雇い上げの入札一件＊ 明治 3・閏10・ 23 2 237 

200 蚕紙糸税銀取立て方改正につき通達 明治 3・閏10・ 23 1 237 

201 氷川社行幸につき火の元取締りの通達 明治 3・閏10・ 24 1 237 

202 氷川社行幸につき会議休会の通達 明治 3・閏10・ 24 1 237 

203 東京一円測量につき協力要請の通達 明治 3・11・9 1 237 

204 深川久永町 1 丁目• 2丁目合併の通達 明治 3・ 11 ・ - 1 238 

205 東京府の印章改正の通達 明治 3・ 11 ・ 13 1 238 

206 自身番屋取計い方•町用掛給料助成方につき相談書・ 明治 3・ 11 ・ 16 1 238 
下札

207 物産仕法局を名乗り謝金を取る者取締りにつき通達 明治 3・ 11 ・ 16 1 239 

208 火事の節、無用者の集まり禁止の通達 明治 3・ 11 ・ 17 1 239 

209 鎮魂祭・新嘗祭執行につき火の元取締り等一件＊ 明治 3・ 11 ・ 20 2 239 

210 11月24・ 25日は新嘗祭につき休暇の通達 明治 3・ 11 ・ 20 1 240 

211 罪人御引渡の節、引取人等囚獄出頭刻限遅延厳守の通 明治 3・ 11 ・ 22 1 240 
達

212 大学南校御雇教師ダラス、リンゲに手疵負わせ候者探 明治 3・ 11 ・ 24----- 2 240 
索一件 26 

213 差配人廃止につき地面取締りに地守設置の通達 明治 3・ 11 ・ 26 1 241 
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214 火消人足怪我人手当向につき通達 明治 3・ 11 ・ 26 1 241 

215 東京府表門の傘・下駄使用許可の通達 明治 3・ 11 ・ 27 1 241 

216 ダラス、リンゲヘ手疵負わせ候者探索方再通達 明治 3・ 11 ・ 27 1 242 

217 医師・剣術指南等の内弟子の内十一月二十三日夜の外 明治 3・ 11 ・ 27 1 242 
出者調査の通達

218 行幸・外国公使参朝の節の道筋心得方につき通達 明治 3・ 11 ・ 28 3 242 

219 閏十一月十二日仰渡しの請印帳提出、十二月七日締切 明治 3・ 12 ・ 4 1 243 
の通達

220 町会所附地守の名前書提出の通達 明治 3・ 12 ・ 4 1 243 

221 貨幣偽造者の厳重取締りの通達＊ 明治 3・ 12 ・ 4 1 243 

222 信州善光寺大勧進使を騒る者見掛け次第、屯所へ届出 明治 3・ 12 ・ 12 1 244 
の旨、通達

223 兵部省管轄兵隊の軍服・軍帽等質入禁止の通達・請書 明治 3・ 12 ・ 11 3 244 

224 往来町々地所の無代人足・上納金差出し分調査の通達 明治 3・ 12 ・ 10 1 246 

225 天社神道の特典停止と門人免許禁止つき通達＊ 明治 3・ 12 ・ 8 1 247 

226 蚕種製造規則・税則遵守の通達＊ 明治 3・ 12 ・ 8 1 247 

227 浅草地中清吉手配書 明治 3・ 12 ・ 11 1 247 

228 北海道諸産物入津の節、開拓使出張所へ届出の旨通達 明治 3・ 12 ・ 12 1 248 

229 相州城ヶ崎西洋形燈明台照火の通達＊ 明治 3・ 12 ・ 12 ］ 248 

230 断獄局呼出しの節、町年寄•町用掛遅刻無き様の通達 明治 3・ 12 ・ 12 1 248 

231 華族、地方官貰族任命につき通達 明治 3・ 12 ・ 14 1 248 

232 元武家・華族の地方官として赴任の節、妻子同行許可 明治 3・ 12 ・ 14 1 248 
につき通達＊

233 百姓•町人の帯刀・割羽織着用等禁止一件＊ 明治 3・ 12 ・ 17 2 249 

234 橋台際等の段資張・床見世撤去の通達 明治 3・ 12 ・ 17 1 249 

235 営繕司おいて屋根職・釘鉄物渡世等の請負入札につき 明治 3・ 12 ・ 19 1 249 
通達

236 物産局にて茶の実買上げ入札につき通達 明治 3・ 12 ・ 20 1 250 

237 十二月二十六日の御用仕舞等につき通達＊ 明治 3・ 12 ・ 12 1 250 

238 十二月二十五日孝明天皇御祭典執行の通達 明治 3・ 12 ・ 20 1 250 

239 外国人雇用の節、雇入町名・雇入者名・外国人名等届 明治 3・ 12 ・ 20 1 250 
け出の通達

240 年末につき火の元取締りの通達 明治 3・ 12 ・ 21 1 250 
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241 町会所12月26日御用仕舞の通達 明治 3・ 12 ・ 22 1 250 

242 市中五拾区・地方五区共区堺へ木札・傍示杭取建につ 明治 3・ 12 ・ 23 1 251 
き通達

243 町方よりの訴書面に組々の番号記入の通達 明治 3・ 12 ・ 24 1 251 

244 橋台際の段簑張床見世等引払い方につき伺書・付札 明治 3・ 12 ・ 24 1 251 

245 売薬取締り大学東校所管につき通達•取締規則書＊ 明治 3・ 12 ・ 25 2 252 

246 大エ・諸職人賃銀公平のため鑑札交付の通達 明治 3・ 12 ・ 24 1 252 

247 出火の節、絵図面付始末書を常務局へ届出るべき旨、 明治 3・ 12 ・ 25 1 252 
通達

248 雲井龍雄等処刑につき同類の者の風聞届出の請書 明治 3・ 12 ・ 25 1 252 

249 火の元取締りの通達 明治 3・ 12 ・ 25 1 253 

250 正月四日御用始につき出勤方一件 明治 3・ 12 ・ 25 3 253 

251 官員方御手札書式寸法の通達 明治 3・ 12 ・ 26 1 254 

252 駅逓司書状郵便所取立につき通達・請書雛形 明治 3・ 12 ・ 26 1 254 

253 農工商の無許可帯刀禁止につき通達 明治 3・ 12 ・ 26 2 254 

254 諸技藝師私塾の開塾許可・入塾規制につき通達＊ 明治 3・ 12 ・ 26 2 255 

255 開港場居住商人、外国人への諸品売買の節、約定書作 明治 3・ 12 ・ 26 1 255 
成の旨通達＊

256 相J‘卜1鉗崎へ燈明台建築、正月十一日より点火の通達 明治 3・ 12 ・ 26 1 255 

257 市中にて乱暴狼藉者取締りの通達＊ 明治 3・ 12 ・ 26 1 255 

258 火付．盗賊・殺人・贋金造り犯召捕、通報者に褒美下 明治 3・ 12 ・ 26 1 255 
賜の通達＊

259 養母殺しの陸前国遠田郡浦田村百姓人相書 明治 3・ 12 ・ 26 1 256 

260 為替会社発行の銀 3匁 7分 5厘の預り手形の引替えを 明治 3・ 12 ・ 27 1 256 
明治四年三月まで延期の通達＊

261 大工始め諸職人賃銀取締りの請書提出期限の通達 明治 3・ 12 ・ 27 1 256 

262 明治四年年正月三日神祇官へ行幸につき火の元取締り 明治 3・ 12 ・ 28 1 257 
の通達
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